
 低炭素建築物新築等計画認定申請書チェックリスト   
 

 
◇各種認定を受ける申請を行う場合 
  チェック欄 

1 認定申請書（第一面～第五面）を添付している。 
（適判が不要な建築物の場合は、第二面は不要） 

☐ 

2 認定申請書の申請者が確認申請の申請者と同一で申請住所も同じである。 ☐ 
3 認定申請書第二面および第三面の記載内容は、確認申請の内容と整合が取れている。 ☐ 
4 認定申請書第五面記載の工事着手日は申請日以降の日付となっている。 ☐ 
5 認定申請書第五面の資金計画等の認定の審査を受けている場合、審査印がある。 ☐ 
6 確認済証、確認申請書（第一面～第六面）の副本のコピーを添付している。 ☐ 
7 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査の適合証が添付されている。 

（正本に原本を添付し、副本に写しを添付してください。） 
☐ 

8 低炭素建築物新築等計画に係る技術的審査の審査書類一式すべてに審査印がある。 ☐ 
9 別記第１号様式（第３条関係）手数料額計算書を添付している。 ☐ 

10 申請に必要な書類および図書（下記の諸注意参照）がすべて添付されている。 ☐ 
11 緑化条例、建築協定等が該当している場合、適合証等のコピーを添付している。 ☐ 
12 申請者が代理者の場合、委任状がある。（書式は自由です。） ☐ 

 
上記事項を確認し、内容について不整合等がないことを確認いたしました。 

申請者（代理者）                     

 
諸注意（必ずご確認ください。） 
・本チェックリストを申請書と一緒にご提出ください。 
・申請される際は、ご来庁される日の前営業日 16 時までに必ずご連絡ください。 

事前連絡がない場合には受付出来ないことがあります。（係員の不在など） 
なお Web からもご来庁予約が可能です。 
問い合わせ先：目黒区役所 都市整備部 建築課 設備指導係 

（TEL）03-5722-9068 
（Web）https://logoform.jp/form/KeTk/809488   （QR コードはこちら→） 
 

・受付時にチェックリストがすべて揃っていなければ、理由にかかわらず受付出来ません。 
・チェック項目 5 の審査印は、受付時に画像データをスマートフォン等で見せられても対応出来ません。 
・チェック項目 10 の申請に必要な書類および図書の一覧は、目黒区公式 HP に掲載されている”低炭素建

築物認定制度”の“認定申請に必要な書類・図書”をご確認ください。 
（Web）https://www.city.meguro.tokyo.jp/kenchiku/shigoto/kenchiku/teitanso.html 
 


